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令和６（2024）年10月４日　金曜日 （729）

告 示
栃木県告示第461号
　農林水産大臣から保安林の指定施業要件の変更予定通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第
33条の３において準用する同法第30条の規定により、次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　那須郡那珂川町大山田下郷字赤土3494-２
２　保安林として指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　変更後の指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第462号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、次の
土地改良区の土地改良事業計画の変更を認可したので、同法第48条第11項の規定により公告する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 認 可 年 月 日

小山用水土地改良区 小山用水地区土地改良（維持管理）事業 令和６（2024）年９月20日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第463号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和６（2024）年10月４日から同年11月５日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　藤原塩原線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

19

前

那須塩原市湯本塩原字前黒国有林
407林班し１小班から
那須塩原市湯本塩原字前黒国有林
412林班ぬ小班まで

14.2 ～ 21.9 33.4

後

那須塩原市湯本塩原字前黒国有林
407林班し１小班から
那須塩原市湯本塩原字前黒国有林
412林班ぬ小班まで

21.9 ～ 30.9 33.4

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　黒磯田島線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

339

前

那須塩原市百村字深山国有林155林
班い小班から
那須塩原市百村字深山国有林155林
班イ２小班まで

23.2 ～ 32.2 151.7

後

那須塩原市百村字深山国有林155林
班い小班から
那須塩原市百村字深山国有林155林
班イ２小班まで

23.7 ～ 37.6 151.7

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第464号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和６（2024）年10月４日から同年11月５日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

177 主 要 地 方 道
羽生田上蒲生線

下野市上古山６-12から
下野市上古山1995-３まで

令和６（2024）年
10月４日

294 主 要 地 方 道
桐 生 岩 舟 線

栃木市岩舟町静字宿下1064-１から
栃木市岩舟町静字冨士山西1167まで

令和６（2024）年
10月４日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により大規模小売店舗の変更に関する届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及
び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、令和７（2025）年２月４日までに知事に意見書
を提出することができる。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　かましん市貝店
　　栃木県芳賀郡市貝町上根1462番１　外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　株式会社美㐂
　　栃木県芳賀郡茂木町字茂木５番地
　　JA三井リース建物株式会社
　　東京都中央区銀座８丁目13番１号
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗を設置する
者の名称及び住所並びに代
表者の氏名

株式会社美㐂
代表取締役　若井　勲

株式会社美㐂
代表取締役　若井　勲
外１者

令和４（2022）年
２月16日

４　届出年月日
　　令和６（2024）年９月13日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
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　　令和６（2024）年10月４日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

うつのみや西部
土 地 改 良 区 理　事 祖母井善昌 宇都宮市新里町丙947

令 和 ６
（2024）.
４.１

〃 床井　正幸 　〃　　　〃　乙697-２ 〃

〃 阿部　清治 　〃　　下荒針町3411-１ 〃

〃 小野口　卓 　〃　　田野町156-１ 〃

〃 佐藤　房男 　〃　　上欠町701 〃

〃 佐藤　光一 　〃　　下砥上町859 〃

〃 宇賀神和美 　〃　　飯田町973 〃

〃 安納　恭司 　〃　　飯田町392 〃

監　事 吉澤　篤人 　〃　　新里町甲195 〃

〃 麦倉てる子 　〃　　下荒針町3638 〃

〃 鈴木　宏美 　〃　　砥上町619 〃

〃 枝　　正夫 　〃　　駒生町1761-17 〃

親 園
土 地 改 良 区 理　事 国井　完一 大田原市親園3525-16

令 和 ６
（2024）.
８.30

〃 渋江　頼夫 　〃　　〃　3615-１ 〃

〃 矢吹　文男 　〃　　〃　2666 〃

〃 豊田　良一 　〃　　〃　1246 〃

〃 𠮷川　　勉 　〃　　滝沢160 〃

〃 関谷　　剛 　〃　　滝岡232 〃

〃 平山　正彦 　〃　　〃　460 〃

〃 近藤　忠雄 　〃　　花園1207 〃

〃 小林　照夫 　〃　　〃　350 〃

〃 増渕　直哉 　〃　　〃　1451-２ 〃

〃 滝田　　稔 滝田　　稔 　〃　　佐久山4028 〃
令 和 ６
（2024）.
８.31

〃 村上　　巌 　〃　　親園3025 　　 〃

〃 植木　規夫 　〃　　〃　463 〃

〃 小滝　　修 　〃　　〃　609 〃

〃 髙橋　広行 　〃　　〃　1247 〃

〃 髙橋　　実 　〃　　滝沢161-１ 〃

〃 大島　愼一 　〃　　滝岡282-１ 〃
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理　事 村上　辰藏 大田原市滝岡808-１
令 和 ６
（2024）.
８.31

〃 増渕　修一 　〃　　花園1288 〃

〃 郡司　孝久 　〃　　〃　780-１ 〃

〃 谷口　武光 　〃　　〃　1737-１ 〃

監　事 福田　尚夫 　〃　　滝沢240-１
令 和 ６
（2024）.
８.30

〃 小針　一哲 　〃　　親園1001 〃

〃 渡邊　正彦 渡邊　正彦 　〃　　花園1174 〃
令 和 ６
（2024）.
８.31

〃 村上　昭治 　〃　　親園1094 〃

〃 滝田　法幸 　〃　　佐久山4018 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、宇都宮地方法務
局長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ
り次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（不動産登記法第14条第１項地図作成）
２　作業地域
　　宇都宮市本丸町、御蔵町、天神一丁目、天神二丁目、下河原町、下河原一丁目、中央三丁目の各全部、旭
二丁目、河原町、西原町の各一部
３　作業期間
　　令和６（2024）年11月１日から令和７（2025）年３月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、芳賀農業振興事
務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（確定測量図作成、基準点測量）
２　作業地域
　　芳賀郡市貝町椎谷地内
３　作業期間
　　令和６（2024）年９月18日から令和７（2025）年３月14日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

下都賀郡壬生町大字国谷字庚塚277番
５、289番３、289番５

小山市大字羽川408番地１ヘルシー
ホーム101

野 口 　 巧

下都賀郡野木町大字友沼字南田5052番
１

下都賀郡野木町大字丸林639番地16ロ
イヤルサンステージＢ-201号

溝 部 恵 里
溝 部 貴 之

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第34号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定に基づく個人演説会、政党演説会又は政党
等演説会の施設について所在地に変更があった旨、次のとおり報告があったので、告示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　

選挙管理委員会名 施 設 の 名 称
施 設 の 所 在 地

変 更 前 変 更 後

大田原市選挙管理委員会 大田原市野崎研修センター 大田原市下石上1695-８ 大田原市野崎２-26-２

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①マロニエＰＣ用ソフトウェア各種ライセンス一式　②栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課　栃木県
宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和６（2024）年８月13日　⑤株式会社大塚商会宇都宮支店　栃木県
宇都市東宿郷４-１-11　⑥318,951,771円　⑦随意契約　⑨特例政令第11条第１項第２号
２　①栃木県警察職員情報システム機器一式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
③借入　④令和６（2024）年８月23日　⑤ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関東支店　埼玉県さい
たま市大宮区桜木町１-10-17　⑥1,029,500円（月額）　⑦一般競争入札　⑧令和６（2024）年６月28日　
⑪最低価格
３　①県警ＷＡＮ統合基幹サーバー一式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③
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借入　④令和６（2024）年９月６日　⑤株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の内３-４-１　⑥3,858,800
円（月額）　⑦一般競争入札　⑧令和６（2024）年７月26日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県保健環境センター所長　　永　　井　　伴　　幸　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①大気中揮発性有機化合物測定用キャニスター濃縮導入装置付ガスクロマトグラフ質量分析計一式　②栃木県
保健環境センター　栃木県宇都宮市下岡本町2145-13　③購入等　④令和６（2024）年８月26日　⑤アズサイ
エンス株式会社北関東支店宇都宮営業所　栃木県宇都宮市平出町385-15　⑥24,480,000円　⑦一般競争入札　
⑧令和６（2024）年７月２日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年10月４日

栃木県下水道管理事務所長　　鶴　　見　　幸　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K2205　１種１号）令和６（2024）年９月分　購入見込
数量218㎘　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）
年８月22日　⑤両毛丸善株式会社　栃木県足利市問屋町1535-12　⑥80.90円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　
⑧令和６（2024）年１月23日　⑪最低価格
２　①鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　3,035,130kWh　②
栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）年９月12日　
⑤丸紅新電力株式会社　東京都千代田区大手町１-４-２　⑥72,442,648円　⑦随意契約　⑨地方自治法施行
令第167条の２第１項第８号
３　①鬼怒川上流流域下水道県央浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　7,553,600kWh　②栃木県
下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）年９月12日　⑤丸紅
新電力株式会社　東京都千代田区大手町１-４-２　⑥177,859,101円　⑦随意契約　⑨地方自治法施行令第
167条の２第１項第８号
４　①巴波川流域下水道巴波川浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　4,570,230kWh　②栃木県下
水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）年９月12日　⑤丸紅新
電力株式会社　東京都千代田区大手町１-４-２　⑥105,994,729円　⑦随意契約　⑨地方自治法施行令第167
条の２第１項第８号
５　①北那須流域下水道北那須浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　2,448,769kWh　②栃木県下
水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）年９月12日　⑤ゼロ
ワットパワー株式会社　千葉県柏市若柴178-４　⑥51,339,890円　⑦一般競争入札　⑧令和６（2024）年７
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月30日　⑪最低価格
６　①渡良瀬川下流流域下水道大岩藤浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　2,749,600kWh　②栃
木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）年９月12日　⑤
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社　東京都中央区日本橋２-11-２　⑥60,450,556円　⑦随意契約　⑨
地方自治法施行令第167条の２第１項第８号
７　①渡良瀬川下流流域下水道思川浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　2,385,500kWh　②栃木
県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和６（2024）年９月12日　⑤ゼ
ロワットパワー株式会社　千葉県柏市若柴178-４　⑥50,722,090円　⑦一般競争入札　⑧令和６（2024）年
７月30日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


